
新型コロナウイルス感染症が疑われる
場合などの検査・相談窓口
○地域の診療所等（診療・検査医療機関）
○受診・相談センター（茨城県庁内）
　☎029－301－3200　FAX029－301－6341
　　午前８時30分～午後10時 (土・日・祝日含む）
○中央保健所
　☎029－241－0100
　　午前９時～午後５時（平日のみ）
○電話相談体制を整備した医療機関
　詳しくは茨城県ホームページでご確認ください。
【医療機関にかかるときのお願い】
・受診前に必ず電話相談し、時間を決定してください。
・時間を守り、マスクを着用してください。

防災行政無線テレフォンサービス
放送内容が、自動音声で流れます。
☎０８００－８００－８８４８（通話料無料）

登録制メール配信サービス
放送内容を、放送と同時にメールで配信します。

防災行政無線の放送内容の確認にご利用ください

その他、町ホームページにも放送内容を掲載しています。

・時間を守り、マ

お知らせ

　令和５・６年度茨城町物品調達等入札参加資格審
査申請受付の定期受付については、次のとおり申請
受付を実施します。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。
申請区分　　建設工事、建設コンサルタント業務等
▶受付期間 　11月14日（月）～12月14日（水）
▶申 請 先 　茨城県入札参加資格共同受付センター

申請区分　　物品及び役務の調達
▶受付期間 　11月１日（火）～11月30日（水）
▶申 請 先 　茨城町財政課　契約・財産管理グループ
【問合せ先】財政課　契約・財産管理グループ
　　　　　☎ ０２９－２９７－５００５（直通）

令和５・６年度　茨城町物品調達等
入札参加資格審査申請受付のお知らせ

秋の全国火災予防運動
お出かけはマスク戸締り火の用心

放送内容を、放送と同時に
その他、町ホームページに

秋の全
お出か

　11月９日（水）から15日（火）までの７日間、全国一
斉に秋の火災予防運動が実施されます。この運動は、
火災が発生しやすい時季に火災予防思想を普及するこ
とや、火災の防止、高齢者等を中心とする火災による
死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的
としています。
　普段から火の用心を心がけ、火災を出さないように
注意し、火災を発見したときには一秒でも早い通報を
お願いします。防火の対策は、家族全員の協力や地域
住民の連携があってこそです。

【問合せ先】消防本部
　　　　 　☎０２９－２９２－１５１５（直通）

▶３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置
で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず
火を消す。
▶４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を
設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火
器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
隣近所の協力体制をつくる。

お知らせ

住宅防火
いのちを守る ７つのポイント

茨城町消防本部・茨城町危険物安全協会・茨城町消防団
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情報
11月の納税

○固定資産税　　　　　　３期
○国民健康保険税　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　５期
・下記納期限までに銀行、コンビニ、スマホ決済ア
プリ又は役場窓口で納付しましょう。
・便利な口座振替を利用しましょう。

納期限は11月30日（水）

防災行政無線などを用いた情報
伝達訓練（試験放送）を実施します

納期限は

防災行
伝達訓

お知らせ 報
す

お知らせ 全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ

法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫・パート
ナーからの暴力やストーカーなど、女性をめぐるさま
ざまな人権問題に積極的に取り組むことを目的とし
て、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を
実施し、悩みを持つ女性からの相談に応じます。
秘密は守られますので、安心してご相談ください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

▶期　　間　11月18日（金） ～ 24日（木）
　　　　　　月～金　　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　　土・日・祝日　午前10時～午後５時
▶電話番号　０５７０－０７０－８１０
▶相 談 員　人権擁護委員・法務局職員
【問合せ先】水戸地方法務局　人権擁護課
　　　　　　☎０２９－２２７－９９１９
【【【【【問合問合問合問合問合問合せ先せ先せ先先先せ先せ先】水】水】水】水】水水水水戸地戸地戸戸戸地戸戸地
　 　 　 ☎０☎０☎０☎０☎０☎０☎００

お知らせ 11月は児童虐待防止推進月間です
オレンジリボンキャンペーン

オレンジリボンは虐待防止のシンボルです。虐待を
うけたと思われる子どもがいたり、出産や子育てに悩
んだりしたときには、ご連絡・ご相談ください。
▶児童虐待
　児童相談所虐待対応ダイヤル　
　　☎１８９
　いばらき虐待ホットライン　
　　☎ 0293－22－0293
▶子育て
　児童相談所相談専用ダイヤル　
　　☎ 0120－189－783
【問合せ先】こども課
　　　　　　☎０２９－２４０－７１４４（直通）

お知らせ
人権擁護委員による「特設人権相談」を
実施します

町では、次のとおり「特設人権相談」を実施します。
地域の人権擁護委員が、人権問題等でお困りの

方々から相談を受け付けます。どうぞご利用くださ
い。
▶日　時　11月14日（月）
　　　　　午前10時～午後３時
 　（ただし、正午から午後１時までは行いません）
▶場　所　茨城町駒場庁舎２階　会議室４
【問合せ先】社会福祉課
　　　　　　☎０２９－２４０－７１１２（直通）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報
伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）※を用いた訓練で、町内の防災
行政無線屋外スピーカーや防災ラジオ、登録制メー
ル配信サービスなどでお知らせします。
▶訓練実施日時　11月16日（水）　午前11時頃
▶訓練で行う放送試験　町内の防災行政無線から、
一斉に下記の内容で放送されます。

※Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝
えするシステムです。

【問合せ先】総務課
　　　　　　☎０２９－２４０－７１２５（直通）

インボイス制度に関するお知らせ

えするシステムで
【問合せ先】総務課
　 　 　 ☎０

インボお知らせ

　令和５年10月から開始する消費税インボイス制度
について個別相談会を実施します。
▶日　時　11月22日（火）、12月７日（水）
 　　午前９時～午後４時
▶会　場　茨城町商工会館　※予約制となります。
▶相談役　森野　哲也 税理士
【申込・問合せ先】茨城町商工会
　　　　　　☎０２９－２９２－５９７９
　　　　　FAX０２９－２９２－６１６９
※インボイスとは…売手が買手に対して正確な適用税率や消
費税額を伝えるもので、仕入税額控除の適用を受けるため
に必要なものです。

【放送内容】
●上りチャイム音
●「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
●「こちらは、防災いばらきです。」
●下りチャイム音

いちはやく

いちはやく  おなやみを
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